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附属学校と公立・私立学校の実践研究に関する連携の開発
知的障害特別支援学校におけるキャリア教育の協働的追求を通して
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１ はじめに

「キャリア教育」は,一人一人の社会的・職業的

自立に向け,必要な基盤となる能力や態度を育てる

ことを通じて,キャリア発達を促すものである。１）

特別支援学校におけるキャリア教育の実態は,多
種多様であり,ともすれば拡散的であり,学習内容

の焦点化や児童生徒の重度・重複化に十分に対応で

きていない現状がある。そこで,附属特別支援学校

が,このテーマに関して,先導的にアプローチする

ことで,公立・私立特別支援学校のキャリア教育に

ついての有益な知見の発信として貢献することが

できると考えた。 
具体的には,キャリア教育の中でも象徴的かつ中

核的な分野であろう進路指導に着目する。進路指導

は,進路学習,進路相談,現場実習の３つ組の総称で

ある２）。この概念図を図１に示した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岩手県内特別支援学校 校の進路指導主事を

対象とした聴き取り調査によれば 進路学習の

内容や方法については課題として認識されてい

た３）。これに関する先行研究を で検索した

が 見当たらなかった。全国の特別支援学校の実

践を探索したところ 茨城県 神奈川県 沖縄県

等にて 「事業所との合同説明会」などの名称の

実践が紹介されていた４～８）。しかし これらの対

象では 生徒よりも保護者が主体であった。

岩手県の実践を探索すると 特別支援学校と

企業との連携協議会９）の面談形式学習を参考に

して 事業所関係者と連携した合同説明会が岩

手県立一関清明支援学校で実践されていた 。

この実践は 生徒を対象とした実践であった。以

上の進路学習の内容と方法は いずれもが 説明

会形式のため 重度知的障害の生徒への対応が

課題であった。つまり 重度知的障害の生徒の学

習参加への課題 ）があり 重度知的障害の生徒

に対して 進路の具体的なイメージを伝えるこ

との工夫が求められる。

そこで 本研究では 重度知的障害の生徒の学

習参加の支援を含めた進路学習の内容と方法を

開発することを目的とした。具体的には 体験的

な活動の提供を想定した「福祉事業所との体験・

面談会（以下 体験・面談会とする）」を企画し

これを実践的に検討する。
 

図１ キャリア教育と進路指導の概念図

（平成 31 年 3 月 4 日受理）
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２ 「体験・面談会」の企画概要

体験・面談会は 岩手大学教育学部附属特別支

援学校高等部１・２・３年生 名（各学年８名）

並びに共同検討への賛同を得た公立Ａ特別支援

学校高等部２･３年生 名（２年生 名 ３年

生 名）を対象とし 年７月下旬に公立Ａ

特別支援学校 同年９月下旬に岩手大学教育学

部附属特別支援学校で実施した。

実施にあたっては 両校共に教育課程上の位

置づけを総合的な学習の時間として実施した。

その授業目標では 生徒および教職員への効果

を期待し 以下の３つを設定した。

①事業所との体験的面談をとおして 事業所

のサービス内容および先輩利用者の様子等を知

り 卒業後の進路や生活について 具体的なイメ

ージをもって 実習先および進路先の選択 決定

の一助とする。

②事業所担当者との面談をとおして 社会人

としてのルールやマナーについて学ぶ。

③教職員等においては 多様な生徒の実態に

応じた進路選択に向けた学習内容の焦点化等を

得る場とする。

なお この実施にあたっては より実践モデル

を磨くため 先行実施した公立Ａ特別支援学校

の実施状況について岩手大学教育学部附属特別

支援学校及びそこで招聘した事業所職員に対し

て実施上の留意点として 運営上の反省点 生徒

の反応 プレゼンテーションの内容と方法等を

情報提供した。

３ 公立Ａ特別支援学校における

「体験・面談会」の実施概況

公立Ａ特別支援学校において招聘した８事業

所の内訳は 就労移行支援事業所（以下 就労移

行事業所と記す） 就労継続支援Ａ型事業所（以

下 Ａ型事業所と記す） 就労継続支援Ｂ型事業

所（以下 Ｂ型事業所と記す）生活介護事業所各

２事業所であった。

会場は 公立Ａ特別支援学校の体育館 ホー

ル 音楽室を使用した。体育館にはＢ型事業所お

よび生活介護事業所の４事業所 ホールには就

労移行事業所２事業所 音楽室にはＡ型事業所

２事業所のブースを設置した。

実施時間は ～ の 分間であった。

開会行事（ 分間） 体験・面談会（ 分間）

閉会行事（５分間） 情報交換会（ 分間）の順

に実施した。なお 生徒と教職員は 閉会行事ま

で参加し その後ワークシートを用いて振り返

りを実施した。

生徒のグループは 日常の学習状況に並びに

進路目標を踏まえ 進路担当及び担任で協議し

卒業後に企業就労を目指しているグループと福

祉的就労や生活訓練を目指しているグループを

編成した。ここでは１グループを ～ 名で構

成した。企業就労を目指している生徒に関して

は ２・３年生混合でＡ型事業所や就労移行事業

所のブースを中心に 生徒たちが自発的に動く

ことができるように配慮し 各ブースの訪問時

間の目処を 分間とし ４事業所のブースをま

わった。一方 福祉的就労や生活訓練を目指して

いるグループは 学級を中心に就労移行事業所

Ｂ型事業所 生活介護事業所の各ブース訪問時

間を ～ 分間とし ３事業所をまわった。

教職員の引率は 企業就労を目指す数グルー

プについて１～２名程度の進路担当の教職員が

引率した。その他 福祉的就労や生活訓練を目指

す各グループを２名程度の教職員が引率した。

さて「体験・面談会」の実施当日の天候は 暖

かく扇風機を準備しながら実施した。重度重複

学級および通常学級で引率対応が必要な生徒は

対人あるいは集団場面への不安のため 体育館

の端や廊下で体験活動をする生徒も見られた。

各事業所からは １～２名程度の職員が派遣

された。事業所職員にとっては 初めての企画で

あったが それぞれに説明や体験の用具を用意

していた。具体的には 日常の活動に関するイラ

ストや写真を添付した段ボール製の三角柱パネ

ル パンフレット等を展示 配布していた。また

パソコンやスクリーンを持ち込んで 事業所の

紹介 を上映したりする事業所もあった。また
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２事業所においては 当該校の卒業生や利用者

を帯同し 卒業後の生活の様子や作業内容の実

践や説明をする様子も見られた。

体験活動に関しては 生活介護事業所が リサ

イクル作業としての雑誌裂き タマネギの袋詰

め スプーンの袋詰め等を準備していた。また

Ｂ型事業所は フルーツキャップやボルトやナ

ットを使用した部品組立等を準備していた。Ａ

型事業所あるいは就労移行事業所は ガラス細

工やゴムマットの製品紹介やクッキーの袋詰め

を準備していた。

参加した生徒は やや緊張した面持ちで 開会

式を迎えていた。その後生徒は ２～３名の教職

員の引率のもと 事業所のブースを訪問してま

わった。企業就労を目指している生徒は 互いに

相談しながら ブースをまわり 説明を聞いたり

体験活動に取り組んだりしていた。ブースにお

ける活動が 説明だけで製品に触れる機会がな

さそうなときには 引率者が生徒に対して製品

に触れるように促すと興味を示し製品に触れる

様子が見られた。

一方で 重度知的障害の生徒の中には 集団活

動になじめずに 教室に戻ったり 廊下から眺め

たりする様子の生徒も見られた。しかし 引率す

る教職員の促しに応じてスプーンやタマネギの

袋詰め体験に興味を持って取り組みはじめる生

徒や 周囲の生徒の行動とは時間をずらして体

験活動する生徒も見られた。また パネルやパン

フレットに興味を示して じっと見ている生徒

も見られた。例えば 重度知的障害の生徒Ｂさん

体育館の端に位置し 仲間の体験活動を見てか

らその終了後に 体験グッズを借用して 体育館

の端で教職員とともに体験する様子もあった。

その中の一人であるＣさんは事前学習のスラ

イドを見て 過去に経験した現場実習の記憶と

現状の認識が混乱した様子で 情緒的に不安定

になり教室でクールダウンした。引率者の声が

けによって気持ちを切り替えると タマネギの

袋詰めを体験した。この時には情緒的な安定を

取り戻し表情良く 事業所職員の指示に応じ 意

欲的に取り組んだ。この様子を写真１に示した。

その後 グループに合流し 別の事業所ブースに

おいて フルーツキャップの手織り体験をした。

体験後 配布され一度は受け取っていたパンフ

レットを事業所職員に返し タマネギの袋詰め

をした先の事業所に戻ってみせた。この事業所

のパンフレットは手放さずにいたこともあり

自分が気にいった事業所であることの意思表示

であると解釈できた。

４ 岩手大学教育学部附属特別支援学校

における「体験・面談会」の実施概況

岩手大学教育学部附属特別支援学校において

招聘した６事業所の内訳は 就労移行事業所 Ａ

型事業所各 事業所であり Ｂ型事業所 生活介

護事業所各２事業所であった。

会場は 岩手大学教育学部附属特別支援学校

の体育館を使用した。ここに６事業所のブース

を設置した。

実施時間は ～ の 分間であった。

開会行事（ 分間）全体説明 分間 体験・

面談会（ 分間） 閉会行事（ 分間） 情報交

換会（ 分間）の順に実施した。なお 生徒と教

職員は 閉会行事まで参加し その後ワークシ

ートを用いて振り返りを実施した。

生徒のグループは 日常の学習状況並びに進

路目標を踏まえ 進路担当及び高等部職員全体

で協議し編成した。ここでは１グループを最大

６名で構成し 各ブース訪問時間を 分間とし

 
写真１ タマネギの袋詰め（イメージ画）
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３～４事業所のブースをまわった。

教職員の引率は ２名程度が各グループを引

率したが 状況に応じて個別に引率した。

さて「体験・面談会」の実施当日の天候は

肌寒かったが 暖房を付けることなく対応し

た。一部の生徒は 対人あるいは集団場面への

不安とともに 肌寒さを感じて暖かい校舎廊下

で体験活動する生徒も見られた。

各事業所から１～２名程度の職員が派遣され

た。事業所の職員は 初めての企画であったが

説明や体験の用具を十分に用意していた。具体

的には 日常の活動に関するイラストや写真を

添付した厚紙製の三角柱パネル パンフレット

自作資料等を展示 配布していた。この中には事

前の情報提供を一部に反映したものもあった。

また ３事業所においては 当該校の卒業生や利

用者を帯同し 卒業後の生活の様子や作業内容

の実践や説明をする様子も見られた。

体験活動に関しては 生活介護事業所が 乾燥

椎茸の計量 ステンシル（綿棒等で型に色づけし

て模様を製作する手法） 紙工作業（シュレッダ

ー）等を準備していた。また Ｂ型事業所は 革製

品の模様加工 コーヒーの計量・袋詰め等を準備

していた。Ａ型事業所あるいは就労移行事業所

は 箱折り クッキーの袋詰め等を準備していた。

また 各事業所は 日常の作業についての体験活

動や説明のための資料等を活用し 独自の工夫

を施していた。これを写真２～３に示した。

参加した生徒は やや緊張した面持ちで 開会

式を迎えていた。その後ほとんどの生徒は １～

２名の教職員の引率のもと 事業所のブースを

訪問してまわった。この時の順路や動線につい

ては 予めイメージを持てるように 事前にシミ

ュレーションしていた。これは 附属の進路担当

者の発案であり 附属の重度知的障害の生徒を

含む全生徒への配慮であった。これによって当

日には 重度知的障害の生徒も合図に従って円

滑に移動していた。その上で 引率する教職員と

ともに乾燥椎茸の軽量やステンシル シュレッ

ダー等の体験活動に興味をもって取り組む様子

も見られた。パネルやパンフレットに興味を示

して じっと見ている生徒も見られた。

その中の一人であるＤさんは ある事業所で

は当初説明に対するリアクションが乏しかった

ものの 体験活動としてクッキーの袋詰めを行

ったところ その後では事業所職員の説明にも

傾聴していた。

Ｅさんは開会前から一人で各ブースを巡り

写真に見入り 体験活動で用いる道具等に触れ

ていた。その後の体験活動では ステンシル シ

ュレッダー ミキサー 皮細工など笑顔を交え取

り組んでいた。説明を聞くのは難しいようだっ

たが 提示された写真を見入る様子が見られた。

体験活動がないときは 体育館内を走り回るな

どの姿もあったが 概ね教師の指示に従い グル

ープ毎の流れに沿って活動した。 
Ｆさんは 普段とは様子の違う体育館を目の

当たりにしたが 前日のシミュレーションの甲

斐あって 落ち着いており自ら会場入りした。会

場に入るなり 各ブースに掲示してある活動写

真を念入りに見回っていた。渡された事業所パ

ンフレットや各ブースの展示物 掲示物 用具等

は一通り見て回った。生活介護事業所のステン

シル 乾燥椎茸の計量は指示されたことが分か

り取り組めた。シュレッダーは校内実習等でも

経験したことがある馴染みある用具だったため

これにはよく取り組んだ。この様子を写真４に

示した。

 
写真２ 木工製品のやすり掛け（イメージ画）
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５ 「体験・面談会」の成果と課題

（１）授業評価の検討

「体験・面談会」の実施後に 第一筆者と 各校

教職員および各事業所職員による協議等を経て

授業目標に即して総括的な評価を行った。

まず 「①事業所との体験的面談をとおして

事業所のサービス内容および先輩利用者の様子

等を知り 卒業後の進路や生活について 具体的

なイメージをもって 実習先および進路先の選

択 決定の一助とする」については 生徒の学習

の様子から 特にも体験活動に興味関心を持っ

て 積極的に取り組む様子が見られた。また 重

度知的障害の生徒の中では 説明を聞くこと自

体が苦手であっても 体験活動には取り組みや

すく また 体験活動を経ると説明への関心を示

す姿もエピソードとして得られた。

次いで 「②事業所担当者との面談をとおして

社会人としてのルールやマナーについて学ぶ」

については 生徒の当日の振舞として 適応的な

行動であったことをもって評価とされた。そも

そもこの目標は 事前の学習において留意事項

として語られたものであり 当日の社会適応的

な行動を願うものであった。なお 一部の生徒で

は 情緒的な不安等があり不適応的に見える姿

が散見されたが これは本目標とは区別される

べきであろう。

最後に「③教職員等においては 多様な生徒の

実態に応じた進路選択に向けた学習内容の焦点

化等を得る場とする」については未到達 未着手

であった。なぜならそもそも「体験・面談会」は

進路の選択肢となりうるであろう福祉事業所に

ついて知ることが主たる活動であり その結果

から省察的な展開をすることの実施計画はなさ

れていなかったためである。

以上のことから 授業目標に即した評価は十

分には機能していなかった。換言すれば 授業目

標の内容及び表記について再検討を要するもの

であった。学習評価に関する理論についてここ

では取り上げないが 少なくとも授業目標とし

て適切な抽象度と授業内容と一致する内容とし

て評価可能なものとすべきであった。

一方で 実際に教職員 生徒 事業所職員によ

って認められた内容をもって「体験・面談会」の

評価とするならば 次のような事柄があった。

生徒にとっては 体験活動を通すことで 具体

的に活動をイメージし 興味関心を持って学習

することができたといえよう。特にも 前述した

重度知的障害の生徒Ｃさんのように タマネギ

の袋詰めの体験活動は 具体的な活動内容であ

り 本人の自己選択・自己決定としてパンフレッ

トの選択行動という意思の表れに繋がったと考

えられた。

教職員にとっては 生徒の様子を観察し 時

折 事業所の説明ブース訪問へ引率しながら 事

業所職員と作業内容や日課等について情報交換

している様子も見られた。このことから 教職員

は 卒業後の福祉サービスの利用について具体

 
写真４ シュレッダー（イメージ画）

 
写真３ コーヒーの袋詰め（イメージ画）
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的にイメージを持ち 生徒の実態を鑑みながら

今後の進路指導や進路学習の内容について検討

する機会となったと推察できた。

事業所職員にとっては 自由記述から「関心を

持たれる生徒さん各々違うのだと改めて認識し

ました」等が挙げられ 様々な生徒の特性等の実

態把握を深める機会となっていた。このほか 自

由記述から「福祉と学校が連携していくことで

よりよい支援に繋がると思います」等が挙げら

れ 連携への動機が得られたと考えられた。

以上を踏まえた 「体験・面談会」の実施要項

改善版を末尾に資料として添付した。

（２）進路指導としての位置づけの検討

「体験・面談会」はそもそも進路学習の一方法

である。進路学習における内容体系の全体像が

未整理であるものの 「体験・面談会」が進路の

選択肢を知るという趣旨によるものであること

から 進路学習における具体的な導入の内容と

して初期段階に位置付けられそうである。

その上で進路学習における進路相談の動機や

内容として連結したり 現場実習における生徒

と福祉事業所間での実質的なかかわりに連結し

たりすることも考えられるだろう。

このような具体的な展開は 進路指導の充実

の具現化であり ひいては ワークキャリアの形

成としてキャリア教育の成果としても意味づけ

られよう。

（３）附属特別支援学校と公立の特別支援学校

との協働実践としての検討

大学の附属学校における研究成果が公立学校

への波及あるいは普及が求められる現状であ

る。このことを字義通り解釈すると「附属学校が

先導的なモデルを示し 公立の学校に提供する」

というような いわば時系列的な展開であろう

か。しかし 「体験・面談会」は そのモデルの開

発自体を附属学校と公立学校が協働したという

意味では「アクションリサーチ」 ）型の実践研究

であった。

そもそも 特別支援学校における進路指導に

おいては 地域とその地域を居住地とする生徒

を対象とするため 附属学校と公立学校が進路

指導に関わるネットワークを共有することも少

なくない。このような日常業務の協働の延長に

「体験・面談会」としてのモデル開発があった。

このことは 特別支援学校同士の横方向の関係

を強化するものといえた。

なお 地域の福祉事業所との協働実践ともい

えた。ここでは 特別支援学校と福祉事業所との

関係を強化することと 個々の教職員と事業所

職員の草の根的な関係を産出するという意味も

あった。

６ 今後の課題

今後の研究の課題は２つある。すなわち①「体

験・面談会」の効果について 生徒（重度知的障

害の生徒と それ以外の生徒それぞれ） 教職員

事業所教職員それぞれを対象とした効果を量的

に検証することである。

②「体験・面談会」の進路学習 進路指導 キャ

リア教育上の体系的な位置づけ及び理論の構築

である。

文献等

１） 中央教育審議会（ ） 今後の学校における

キャリア教育・職業教育の在り方につい

て

閲覧

２）内海淳 ：新たな進路指導・「移行支援」

への転換．主体性を支える個別の移行支援

大揚社

３）ミラソル会 ：大平特別支援学校 福祉

サービス事業所合同説明会

閲覧

４）茨城県立鹿島特別支援学校 ：茨城県立

鹿島特別支援学校へようこそ！事業所合同

説明会開催！

閲

覧



－ 131 －

教育実践研究論文集　第６巻

５） 沖縄県立西崎特別支援学校（ ）：『さわ

やか』にはたらこう西崎特別支援学校福祉

サービス事業所合同説明会

閲

覧

６）沖縄県立美咲特別支援学校 ：夏季事

業所合同説明会様式―沖縄県立美咲特別支

援学校―

閲覧  

７）山晃央園（ ）：平成 年度事業所合同説

明会（養護学校合同説明会）に参加します！

閲覧

８）文部科学省（ ）：小中学校学習指導要領

閲

覧

９）岩手県教育委員会（ ）：平成 年度特別

支 援 学 校 と 企 業 と の 連 携 協 議 会

閲覧

）岩手県立一関清明支援学校（ ）：平成

年度福祉サービス事業所説明会実施要項

（内部資料）

）鈴木智帆・内海淳 ：地域生活への移行

を支える進路学習の実践 秋田大学教育文

化学部教育実践研究紀要

）矢守克也（ ）：アクションリサーチ 実

践する人間科学 新曜社

＜資料１＞

〇〇年度福祉事業所職員との体験・面談会実施要項（案）

１ 目的

事業所職員との体験活動や面談をもって 事業所の作業内容や日課等について知る機会を提供する。

２ 日時

平成 年 月 日（ ） ９：３０～１２：２０ （２時間５０分）

３ 日程及び会場（体育館を使用）

受

付
開会行事

全

体

説

明

福祉事業所職員体験・面談会（ブース毎）

生徒〈説明１５分 質問５分〉

×４回

閉

会

行

事

意見交換会

４ 日程の詳細 （当日）

９：１０ ～ ９：３０ 受 付

９：３０ ～ ９：４０ 開会行事 ・生徒は体育館に集合 活動の説明等。

９：４０ ～ ９：５０ 全体説明

９：５５ ～１０：１５ 説明①

１０：２０ ～１０：４０ 説明②

１０：４０ ～１０：５０ 休憩

１０：５０ ～１１：１０ 説明③

１１：１５ ～１１：３５ 説明④

福祉事業所との体験・面談会

・各事業所の体験活動および仕事内容等（日課等情報含む）を１回につき

体験活動および説明１５分 質問コーナー５分程度とする。

説明における体験活動時間は 十分に取る。

・生徒が数グループに分かれて 各ブースを交互に周り 上記の内容４回説明
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していただく。

１１：３５ ～１１：４５ 閉会行事

１１：５０ ～１２：２０ 意見交換会

５ 参加者サービス事業所職員

６～８事業所職員予定

６ 参加対象生徒

高等部生徒 １・２・３年生 ＊重度重複学級を含む

７ 開会行事 意見交換会・閉会行事 次第

（１）開会行事 ①開会 ②副校長あいさつ（紹介含） ③日程確認 ④閉会

（２）閉会行事 ①開会 ②感想発表（生徒１名） ③福祉事業所職員より ④副校長謝辞 ⑤閉会

（３）意見交換会 ①各事業所職員より感想 ②アンケート記入

目的：事業評価および今後の実践に向けた改善事項への意見交換

出席者：各事業所職員 学校管理職者 進路担当者等

８ 係分担

渉外 受付 記録 会場準備 席名札 誘導表示準備 湯茶

９ その他（留意点）

（１）運営上

①教育課程は 総合的な学習の時間あるいは学校設定科目等で実施する。②指導体制は 担任が把握しやすい体制とする。

③時間配分に留意する。訪問時間は 分間とし 重度知的障害の生徒にも対応するために 体験活動から説明へと活動の流

れで 理解を深めることができるように 事前に事業所職員に要領を伝える。④訪問する事業所職員数については ４事業所

を訪問することを基本とする。⑤教職員間で 事前に共通理解の場を確保し 目的や評価を明確にする。⑥進路指導担当者ま

たは進路学習担当者は 教職員および事業所職員ともに相互に理解を深め 今後の指導や業務に役立つ意義を伝え 確認し

て 積極的な活動に繋がるマネジメントをする。⑦この実施にあたり 学校および事業所職員の各担当者へ実施上の留意点

（運営 生徒の反応 プレゼンテーションの内容と方法）について情報提供や共通理解の場を設ける。

（２）実践上

①重度知的障害の生徒には できるだけ体験の機会・時間を確保する。②生活に関する説明内容を理解するため パネルや

写真等の静止画および動画を用意するよう事業所職員にも依頼する。③事前学習では 事前に会場を設定し 事業所説明ブ

ースへの移動等する。

会場配置図

【面接会時】 全体連絡調整；体育館

配慮が必要な場合に個別スペースを設ける。

＊開閉会行事等の次第 グループ割り当て 各ブース巡回は 紙幅のため割

愛した。
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